
規 則

�愛媛県規則第４５号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

生活福祉資金（長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保

護世帯向け長期生活支援資金を除く。）の貸付基準

� 貸付対象

１～３ 省略

４ 自立支援対応資金の貸付けの対象となる世帯は、低所得者

世帯、障害者世帯又は高齢者世帯のうち自立生活サポート事

業（セーフティネット支援対策等事業の実施について（平成

１７年３月３１日付け社援発第０３３１０２１号厚生労働省社会・援護局

長通知）に規定する自立生活サポート事業をいう。）におけ

る自立支援プラン対象世帯とする。

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

別表第１（第２条関係）

生活福祉資金（長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保

護世帯向け長期生活支援資金を除く。）の貸付基準

� 貸付対象

１～３ 省略

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

貸付金の種類 対象経費 区

分

限度

額

償還期

間（据置

期間を

除く。）

据

置

期

間

貸付金の種類 対象経費 区

分

限度

額

償還期

間（据置

期間を

除く。）

据

置

期

間

１

省略

１

省略

２

福祉

資金

�～�

省略

２

福祉

資金

�～�

省略

� 中

国残

中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住

４，７０

４，００

１０年以

内

同

上

� 中

国残

中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進及び永住

４，７０

４，００

１０年以

内

同

上
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告 示

留邦

人等

国民

年金

追納

費

帰国後の自立の支援に

関する法律施行令（平

成８年政令第１８号）第

９条の規定に基づき、

国民年金の旧保険料免

除期間又は新保険料免

除期間とみなされた期

間を有する者が、当該

期間について保険料の

追納を行う場合におい

て、当該追納に要する

経費

０ 円

以内

留邦

人等

国民

年金

追納

費

帰国後の自立の支援に

関する法律施行令（平

成８年政令第１８号）第

２条の規定に基づき、

国民年金の旧保険料免

除期間又は新保険料免

除期間とみなされた期

間を有する者が、当該

期間について保険料の

追納を行う場合におい

て、当該追納に要する

経費

０ 円

以内

３～６ 省略 ３～６ 省略

７ 自立支援

対応資金

自立支援プラン実行中

に必要な経費

月額

１００，

０００

円以

内

同上 ２

月

以

内

�～� 省略 �～� 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則別表第１第１号及び第２号の表自立支援対応資金の部の規定は、平成２０年４月１日

から適用する。

�愛媛県告示第９３１号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定により、狩猟免

許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成２０年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成２０年７月２５日（金）午前９時 東予地方局西条第２庁舎４階
大会議室 西条市丹原町池田１６１１

同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成２０年７月２８日（月）午前９時 今治地域地場産業振興センタ
ー４階研修センター 今治市旭町二丁目３－５

同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成２０年８月８日（金）午前９時 四国中央市市民会館三島会館
第２、第３会議室 四国中央市中曽根町５００

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成２０年７月２４日（木）午後１時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成２０年９月４日（木）午前９時 中予地方局久万高原庁舎２階
会議室

上浮穴郡久万高原町久万５７１
番地の１

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成２０年９月１２日（金）午後１時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成２０年７月１８日（金）午前９時 徳森公園管理センター（大洲
市平公民館）大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成２０年７月３０日（水）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７番１号

愛 媛 県 報平成２０年６月１０日 第１９７１号
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�愛媛県告示第９３３号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・法界寺地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用

する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・法界

寺地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第９３４号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・桂地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・桂地

区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成２０年８月１９日（火）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７番１号

同 上 南 予 第 ４ 会 場 平成２０年９月１２日（金）午前９時 南 予 地 方 局 八 幡 浜 支 局
７ 階 大 会 議 室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルの

もので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，９００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課又は東予地方局産業経済

部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、八

幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

�愛媛県告示第９３２号
建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定（平成１５年６月愛媛県告示第１３４４号）の一部を次のように改正する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

６ 指定の有効期間

指定をした日から５年間

愛 媛 県 報平成２０年６月１０日 第１９７１号
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平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第９３５号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・三反地地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

三反地地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第９３６号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・長谷地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

長谷地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第９３７号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・寺男地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・寺男

地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで
３ 縦覧場所

今治市役所本庁

�������
�愛媛県告示第９３８号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・御池地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・御池

地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所本庁

�������
�愛媛県告示第９３９号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・とびがらす地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・とび

がらす地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１１日から７月８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所大西支所

�愛媛県告示第９４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第９４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘甲２１４７番４５から

同町北灘甲２１４７番４９まで

旧 ５．５～２８．０ ０．０５０

新 ５．５～３５．２ ０．０５０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１４９８番３から

同市大浦甲１５９９番８まで

旧 １．０～９．０ ０．２４８

新 １３．０～３６．０ ０．２４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１４９８番３から

同市大浦甲１５９９番８まで
平成２０年６月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１６００番２から

同市大浦甲１６０９番１まで

旧 ２．０～６．０ ０．１３３

新 ５．０～２５．０ ０．１３３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１６００番２から

同市大浦甲１６０９番１まで
平成２０年６月１０日
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�愛媛県告示第９４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験を次のとお

り施行する。

平成２０年６月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成２０年８月５日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

西 条 第 １ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

今 治 第 １ 会 場 今 治 市 大 西 公 民 館 ２ 階 第 １ 研 修 室 今治市大西町宮脇甲５０６－１ 同 上

松 山 第 １ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

八幡浜第１会場（大洲） 徳森公園管理センター（大洲市平公民館）大
ホール 大洲市徳森２２８０－２ 同 上

宇 和 島 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７番１号 同 上

� 平成２０年９月２日（火）午前９時

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町成字クワンサコヲ５０９番６から

同町成字クワンサコヲ５０７番６まで

旧 ８．６～１０．５
４．８～７．９

０．０３２
０．０４８

新 ８．６～１０．５ ０．０３２

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年５月２９日 特定非営利活動法人
法人
松山大学学生地域創造研究所
Ｍｕｓｅ

金 村 毅 松山市文京町４番地２松山大学温
山会館内

この法人は、不特定多数の人々に対して、まち
づくり支援やエコ活動の推進及び、遍路文化に
関わる活動等の事業を行い、学生が地域に密着
し、まちの活性化をめざすことを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年６月１０日 第１９７１号
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正 誤

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

西 条 第 ２ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

今 治 第 ２ 会 場 今治地域地場産業振興センター２階大会議室 今治市旭町二丁目３－５ 同 上

松 山 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

八 幡 浜 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜支局７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

宇 和 島 第 ２ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７番１号 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成２０年８月５日の試験に係るものについては、７月９日（水）から２２日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成２０年９月２日の試験に係るものについては、７月９日（水）から８月１９日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課又は東予地方局産業経

済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、八

幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 鉄砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルの

もので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。）受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各４，０

００円、その他の者にあっては各５，３００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申込者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

�正 誤

平成１９年６月１５日付け第１８７０号愛媛県告示第１１０２号（保安林の指定施業要件を変更する旨の通知）中

ページ 箇 所 誤 正

６８５

３� 指定施
業要件の変更
予定に係る保
安林の所在場
所

喜多郡内子町中川１２０７・１２１３・１２２５の１・１２２６の１・１２２７
（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）１２０１、１２０２、
１２０３の１、１２０４、１２０５、１２０６の１、１２０８の１、１２０９、１２１０、１２
１９から１２２２まで、１２２４の１から１２２４の３まで、１２３２、１２３３の１
から１２３３の３まで、１２３４の１、１２３４の２、１２３５の１、１２３５の２、
１２３６から１２４０まで

喜多郡内子町中川１２０７・１２０８の１・１２１３・１２２５の１・１２２６の
１・１２２７（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）１２０１、
１２０２、１２０３の１、１２０４、１２０５、１２０６の１、１２０９、１２１０、１２１９か
ら１２２２まで、１２２４の１から１２２４の３まで、１２３２、１２３３の１から
１２３３の３まで、１２３４の１、１２３４の２、１２３５の１、１２３５の２、１２
３６から１２４０まで

平成２０年６月１０日 発行
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